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             開 議  午前１０時００分 

○議長（小松則明君） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について 

○議長（小松則明君） 日程第１、報告第２号繰越明許費繰越計算書についてを議題とい

たします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） 報告第２号繰越明許費繰越計算書について御説明申し上

げます。 

  Ａ３の、令和３年度大槌町一般会計繰越明許費繰越計算書をお開きください。 

  令和３年度大槌町一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、令和３年度で議決

を得た繰越明許費のうち、補助金や交付金の決定時期、事業の工期が翌年に及ぶことな

どにより、14事業で総額５億3,661万5,000円を令和４年度に繰り越すものであります。 

  それでは、款、項、事業名、翌年度繰越額の順に読み上げます。款及び項が同様な場

合は省略いたします。 

  ２款総務費１項総務管理費、男女共同参画事業22万3,000円、財産管理費616万円、情

報化推進事業48万4,000円、自治体クラウド運用事業352万円。 

  ３款民生費１項社会福祉費、介護施設等整備事業4,870万2,000円、住民税非課税世帯

等に対する臨時特別給付金１億51万6,000円。 

  ２項児童福祉費、保育所総務費197万9,000円。 

  ８款土木費２項道路橋梁費、町道新設事業1,125万3,000円。 

  次ページをお願いいたします。 

  社会資本整備総合交付金事業（通常）8,197万3,000円。 

  ３項河川費準用河川維持管理費２億1,447万7,000円。 

  ９款１項消防費、防災費事業960万円。 

  10款教育費４項義務教育学校費、総務管理費1,352万円。 

  15款復興費２項復興推進費、市街地復興事業2,420万8,000円。 

  12項復興支援費、災害救助費2,000万円。 

  以上、御報告申し上げます。 
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○議長（小松則明君） 質疑に入ります。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） すみません、１点だけ確認させてください。この繰越明許14件の

中で、未契約、それから未執行の件数というのは何件ぐらいあるんでしょう。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） お答えいたします。 

  未契約案件は７事業において９件の未契約案件があります。 

○議長（小松則明君） 案件の、執行していない分の案件の名目をということですね。数。

数は９件でしょう。（「議長、すみません、よろしいでしょうか」の声あり）もう一度

どうぞ。 

○２番（臼澤良一君） この14件の中で未執行、未契約の件数は何件なのかということを

お尋ねしたわけです。個別には必要ないです。件数だけで結構です。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） お答えいたします。 

  未契約は９件、事業での全体の未執行は２件であります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） ありがとうございます。何でこういう質問をしたかというと、実

は、予算単年度主義という原則で行政は執行されていると思いますので、できるだけ年

度内できっちりとした予算単年度主義に基づいて執行されるように要望して終わります。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第２号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第２ 報告第３号 繰越計算書について 

○議長（小松則明君） 日程第２、報告第３号繰越計算書についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。上下水道課長。 

○参事兼上下水道課長(中野智洋君） 報告第３号繰越計算書について御説明申し上げま

す。 

  次ページの、令和３年度大槌町下水道事業会計予算繰越計算書を御覧願います。 

  地方公営企業法第26条第１項の規定による繰越額。 

  明許繰越、資本的支出。 
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  １款公共下水道事業資本的支出１項建設改良費、事業名、沢山地区汚水管路新設工事

（迫又第４工区）、予算計上額3,872万7,000円、支払い義務発生額1,182万5,000円、翌

年度繰越額2,690万2,000円。説明、当町発注の別工事との調整に不測の時間を要したた

め。 

  事業名、赤浜地区汚水管路新設工事（惣川第１工区）、予算計上額3,443万8,000円、

支払い義務発生額1,196万2,000円、翌年度繰越額2,247万6,000円、説明、地権者協議及

び地元住民への説明に不測の時間を要したため。 

  以上、御報告申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  以上で報告第３号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第３ 報告第４号 事故繰越し繰越計算書について 

○議長（小松則明君） 日程第３、報告第４号事故繰越し繰越計算書についてを議題とい

たします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） 報告第４号事故繰越し繰越計算書について御説明申し上

げます。 

  Ａ３の、令和３年度大槌町一般会計事故繰越し繰越計算書をお開きください。 

  令和３年度大槌町一般会計事故繰越し繰越計算書につきましては、説明欄記載のとお

り避けがたい理由により年度内に事業が完了しなかった３事業、総額１億153万5,000円

を令和４年度に繰り越すものであります。 

  それでは、款、項、事業名、翌年度繰越額の順に読み上げます。 

  ３款民生費１項社会福祉費、地域福祉計画策定事業319万円。 

  ９款１項消防費、防災費事業78万円。 

  15款復興費６項復興土木費、大槌町復興整備事業効果促進9,756万5,000円。 

  以上、御報告申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  以上で報告第４号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第４ 議案第３２号 大槌町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求



 118 

めることについて 

○議長（小松則明君） 日程第４、議案第32号大槌町固定資産評価委員会委員の選任に関

し同意を求めることについてを議題といたします。 

  提案理由及び内容の説明が終了しておりますので、直ちに質疑に入ります。（「な

し」の声あり） 

  お諮りいたします。 

  本案は人事案件でありますので、提案の趣旨に鑑み、この際討論を集結し、採決した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、討論を集結いたします。 

  これより議案第32号大槌町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めるこ

とについてを採決いたします。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボ

タンを押してください。 

  押し忘れなしと認めます。確定いたします。 

  賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第５ 議案第３３号 大槌町町税条例等の一部を改正する条例について 

○議長（小松則明君） 日程第５、議案第33号大槌町町税条例等の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。税務会計課長。 

○税務会計課長兼会計管理者(藤原英志人君） 議案第33号大槌町町税条例等の一部を改

正する条例についてを御説明いたします。 

  次ページの新旧対照表をお開き願います。 

  第１条大槌町町税条例の一部改正中、１ページ上段の第19条の３については、法律改

正に伴う改正であり、改正後は下線部の法第382条の４に規定する措置を含むことを追

加したものです。 

  法第382条の４の規定とは、ＤＶ被害者等の支援措置により、ＤＶ被害者等の登記簿

上の住所が漏れないよう、証明書に住所に代わるものとして施行規則で定める事項を記
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載しなければならないとするものであります。 

  １ページ中段から２ページ中段までの第34条については、法律改正に合わせて上場株

式等の配当等所得及び譲渡所得について、これまで所得税と個人住民税の課税方式はそ

れぞれ選択できるものとしておりましたが、今回の法律改正により一致することとした

もので、課税方式も総合課税または分離課税の適用を確定申告書の記載によってのみ適

用するものとしたものです。 

  ２ページ下段から３ページ上段までの、第35条の９については、同じく法律改正に合

わせて上場株式等の配当等所得及び譲渡所得について、所得税と個人住民税の課税方式

を一致させるものに関わるもので、課税方式の総合課税または分離課税がある場合の特

別徴収税額の税額控除を確定申告の記載によって行うものです。 

  ３ページ中段から４ページ中段までの第37条の２第１項については、法律改正に合わ

せて公的年金受給者の住民税申告義務に係る規定の整備による改正であります。 

  第２項については、省令改正に合わせて、項ずれの反映による改正であります。 

  ４ページ中段の第37条の３については、法律改正に合わせての規定の整備による改正

であります。 

  ４ページ下段から５ページ中段まで、第37条の３の２については、法律改正に伴う改

正であり、給与所得者の扶養親族申告書の記載事項に自己と生計を一にする配偶者の氏

名を追加し、退職手当等を有することにより、所得税法上は配偶者控除または配偶者特

別控除の対象とならないものであっても扶養親族等申告書に配偶者の氏名を記載するよ

う規定したものであります。 

  ５ページ中段から６ページ上段まで、第37条の３の３については、法律改正に伴う改

正であり、公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出義務者について、特定配偶者及び

扶養親族を有するものとしており、退職手当等を有することにより、所得税法上の源泉

控除対象者に当たらないものであっても扶養親族等申告書を提出するよう規定し、記載

事項に特定配偶者の氏名を追加するものであります。 

  ６ページ上段の第53条の７については、省令改正に合わせて様式の規定の整備による

改正であります。 

  ６ページ中段から10ページ上段までは、附則の改正であります。 

  附則第７条の３の２については、法律改正に伴う改正であり、住宅借入金等特別税額

控除の適用期限を４年延長することとされたことに伴い、町民税についても延長見直し
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を行うものであります。 

  ６ページ下段から７ページ中段まで、附則第16条の３については、法律改正に合わせ

て申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用する改正であります。 

  ７ページ中段から下段まで、附則第17条の２については、法律改正に合わせて引用条

項の削除に伴う規定の整備による改正であります。 

  ７ページ下段から９ページ中段まで、附則第18条の２の９及び附則第18条の２の11に

については、法律改正に合わせて申告方式の選択に係る規定の整備による改正でありま

す。 

  ９ページ下段から10ページ上段まで、附則第34条については、住宅借入金等特別税額

控除の延長見直しに伴う規定により、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等

特別控除額の特例が包含されることに伴う規定の整備による改正であります。 

  10ページ中段から、第２条大槌町町税条例令和３年大槌町条例第16号の改正でありま

す。 

  10ページ中段から11ページ上段にかけての第37条３の３については、法律改正に合わ

せての扶養親族申告書の改正に伴う規定の整備の改正であります。 

  11ページ上段の附則第２条は、規定の整備による改正であります。 

  11ページ中段から12ページ中段にかけての附則については、第１条は施行期日、第２

条は納税証明書に関する経過措置、第３条は町民税に関する経過措置の規定であります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を集結いたします。 

  これより、議案第33号大槌町町税条例等の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。お願いい

たします。 

  押し忘れはございませんか。（「なし」の声あり）なしと確定いたします。 

  賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第６ 議案第３４号 令和４年度大槌町一般会計補正予算（第２号）を定めるこ
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とについて 

○議長（小松則明君） 日程第６、議案第34号令和４年度大槌町一般会計補正予算（第２

号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） 議案第34号令和４年度大槌町一般会計補正予算（第２

号）を定めることについて御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  13款使用料及び手数料１項使用料、補正額４万2,000円の増は、指定管理から直営管

理となった保健福祉会館使用料であります。 

  14款国庫支出金２項国庫補助金、補正額7,986万8,000円の増は、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金等であります。 

  15款県支出金２項県補助金、補正額194万1,000円の増は、保育所等整備県交付金等で

あります。 

  16款財産収入２項財産売払収入、補正額85万円の増は、町有林売払い収入であります。 

  18款繰入金２項基金繰入金、補正額4,260万3,000円の増は、財政調整基金繰入金等で

あります。 

  20款諸収入４項雑入、補正額330万円の増は、コミュニティ助成事業補助金でありま

す。 

  21款１項町債、補正額2,500万円の増は、道路橋梁整備事業債であります。 

  ２ページをお願いします。 

  歳出、２款総務費１項総務管理費、補正額９万2,000円の増は、大槌町職員懲戒分限

審査委員報酬及び指定管理から直営管理となった保健福祉会館管理費の予算組替えであ

ります。 

  ３款民生費１項社会福祉費、補正額330万円の増は、コミュニティ助成事業補助金、

助成先は臼澤自治会、安渡町内会の２団体であります。２項児童福祉費、補正額1,661

万6,000円の増は、保育等施設整備費補助金及び保育士等処遇改善臨時特例補助金等で

あります。 

  ４款衛生費１項保健衛生費、補正額1,400万円の増は、町水道使用料金改定計画検討
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業務委託に対する水道事業会計補助金であります。 

  ６款農林水産業費１項農業費、補正額53万1,000円の増は、岩手地域農業マスタープ

ラン実践支援事業費補助金であります。２項林業費、補正額110万9,000円の増は、児童

の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるための体験学習で使用する木工キッ

ト購入費等であります。 

  ７款１項商工費、補正額6,710万円の増は、町内飲食店を活用した交流人口増と地域

食材のブランド発信事業業務委託料及び地域商品券事業費補助金等であります。 

  ８款土木費２項道路橋梁費、補正額2,500万円の増は、大槌橋橋梁補修工事でありま

す。４項都市計画費、補正額1,750万円の増は、下水道使用料金改定計画検討業務委託

に対する下水道事業会計補助金であります。 

  ９款１項消防費、補正額34万6,000円の増は、消防団第４分団、消防屯所整備に係る

用地買収予定地の不動産鑑定評価業務委託料であります。 

  10款教育費２項小学校費、補正額90万円の増は、感染症対策に必要な物品等の購入費

であります。３項中学校費、補正額90万円の増は、感染症対策に必要な物品等の購入費

であります。４項義務教育学校費、補正額621万円の増は、感染症対策に必要な物品等

の購入費及び、大槌学園ネットワーク機器更新工事であります。 

  ５ページをお願いいたします。 

  第２表地方債補正変更。 

  起債の目的、補正前限度額、補正後限度額の順に読み上げます。起債の方法、利率、

償還の方法は、補正前と同様のため、省略いたします。 

  道路橋梁整備事業１億5,610万円。１億8,110万円。 

  以上、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億5,360万4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ91億6,149万1,000円とするものです。 

  以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。５ページをお開きください。 

  第２表地方債補正。 

  変更。進行いたします。 

  ６ページ、歳入に入ります。 

  13款使用料及び手数料１項使用料。進行いたします。 

  14款国庫支出金２項国庫補助金。金﨑悟朗君。 
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○11番（金﨑悟朗君） ここで、今のマスコミ等で流れているいろいろなニュースを見て

きたときに、この特別地方創生臨時交付金の5,700万円のお金、これを使って65歳以上

の、例えばコロナの治療薬を、治療薬って接種ですけれども、それをやると。それをや

った後、このお金がどのくらい残りますか。 

○議長（小松則明君） 分かります。企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） お答えいたします。 

  金﨑議員の今の質問は、大槌町に配分されている交付金の残額という理解でよろしい

ですか。（「その予防接種にかかる費用を5,700万円から取ったらどのぐらいの金額に

なるか。全額じゃないですよね」の声あり）お答えいたします。金﨑議員の御質問は、

ワクチン接種のことでしょうか。（「その5,700万円のうちのどのくらいか」の声あ

り）お答えいたします。今回のこの地方創生臨時交付金については、この予算では大槌

町商品券事業の4,500万円と、誘客事業の1,000万円、学校保健対策事業の202万5,000円

の内容でありまして、経済対策、感染症対策の交付金であります。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

○11番（金﨑悟朗君） 例えば、そのようになっていると。先日の一般質問でもあったん

だけれども、私は思うんです。65歳以上の人たちが予防接種すると。だけれども、この

交付金によって各県の各市町村で何をやっているかと。そういうのが今話題になってい

ますよね。例えばイカのモニュメントをつくって人を集めたり、直接関係ないのかなと

は思っているけれども、いろいろなマスコミには取り沙汰されている。私はこういうと

ころを見たところで、一般質問にもあったように、何もこういう全て、コロナに関連し

たものに使っていいということだっけか、このお金は。そうすれば、芳賀議員が質問し

たように、私は、この大槌町のいろいろな施設があるから、そこに入っている人たちの

ことを考えれば、例えば学校からそういう医療施設から、そういういろいろな施設に携

わる人間にも早めに接種するのにこういうお金を使ったほうがいいんじゃないかと。よ

くいろいろな仕事の話聞きますけれども、商店街に商品券を出すとか何かとかいろいろ

なのをやっているけれども、これは、本当に全員で使っているわけじゃないから、一部

の人間は、確かに毎回買って使っているようですけれども、そういうのを使っていない

人もいると。それから見れば、安心安全な町をつくるためには、そういうものにだけ使

わないで、一番そういう、施設とかそういうものがあって、学校とか先生とか、そうい

う人たちにこの臨時交付金を使っても何ら不足もないと思いますけれども、その辺につ
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いてはどう考えておりますか。 

○議長（小松則明君） 使い方の趣旨ですね。健康福祉課長。 

○健康福祉課長(小笠原純一君） お答えいたします。 

  金﨑議員のお気持ちも十分に分かるんですが、ワクチンの管理そのものが現状としま

しては国のほうが行っているということで、接種の対象者につきましては、国のほうか

ら対象が示されるものでございまして、現状としては、市町村でこの人にというふうな

形で割り当てることは現状できません。ですので、昨日答えさせていただいたんですが、

それらを改正していただくために、県を通じて国のほうにもそれを訴えていきたいと、

このように考えております。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

○11番（金﨑悟朗君） それを聞いているから、うん、そうかなとは思うけれども、やは

りこういうことこそ、本当は早くからやらなきゃいけなかったのさ。一番大事なのがそ

こなんだもの。だって、子供たちも大事だ、高齢者も大事だと、そうなった場合、そう

いう施設とか学校とか、そういうところを中心にやっていかなければいけないと思うん

ですよ。そうすれば、よその町でいろいろなことをやっているけれども、我が町のほう

は、みんなの安心安全ということで、そういう医療関係のほうは進んでいくんだと、そ

ういうので、やっぱり何も県とかそういうのをいちいち待っていないで、直接こういう

のは、私は労働省に訴えるべきだと思いますけれども、その辺については、町長さん、

ぜひひとつ。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） 過日も一般質問を受けまして、すぐ担当課と話をしました。やは

り、医療従事者含めて福祉関係者含めて、早期に打つ必要があるんじゃないかと。言わ

れたとおり、町でできないだろうかと話をして、今、課長が話したとおり、国の管理だ

ということを言われまして、この後、県要望含めて、強く要望していきたいと思います。

県においても、やはりいろいろな現場の事情を聞きながらということの話ありますので、

近いうちに、県との調整、知事と会うこともありますので、その辺は強く訴えていきた

いと思います。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  15款県支出金２項県補助金。進行いたします。 

  16款財産収入２項財産売払い収入。 
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  ７ページに移ります。 

  18款繰入金２項基金繰入金。進行いたします。 

  20款諸収入４項雑入。進行いたします。 

  21款町債１項町債。 

  歳入の質疑を終わります。 

  ８ページに移ります。 

  歳出。 

  ２款総務費１項総務管理費。進行いたします。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） すみません、ここに、報酬、大槌町職員分限審査委員会報酬とし

て５万円計上されていますが、これは、職員の懲戒分限審査委員会の規則を改正したこ

とによって外部の方を委員に加えるために報酬を支給したと、そのように理解していま

す。この中で外部に何人、そして、どういう方を想定しておられるのか、お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  職員懲戒分限審査委員会のほうの、まず構成員でございますけれども、構成員につき

ましては、副町長、教育長、それから総務課長が通常のメンバーとなります。それで、

今後のこともありますので、条例制定を行いまして、外部のほうから委員を１名入れら

れるというようなことにしております。外部の委員は１名想定しておりまして、弁護士

１名を想定しているというところでございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 了解しました。委員１名、弁護士さんを想定しているということ

ですが、それで、この委員会は規則で設置しているわけですけれども、昨年度の回数と、

それからこの５万円というのは、今年度どのぐらいの予定回数、開催予定なのか、その

辺、現段階で結構ですのでよろしくお願いします。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 昨年度の懲戒分限審査委員会のほうは、10回開催して

おります。今回の予算の５万円は、昨年度の10回分に倣った形で、１回当たり、１日当

たり5,000円の10回で５万円とさせていただいております。今年度の、これからの状況

につきましては、これから第三者委員会と条例の未交付の関係と、あとは消防計画の未
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作成の関係の第三者委員会等開催する予定になっておりますので、そちらのほうの第三

者委員会の成り行き次第でこの懲戒分限審査委員会のほうが開催されるというように捉

えているところでございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） ありがとうございます。実は、やっぱり私、願わくは、職員が職

務に誠実に励んで、このような委員会を開催しなくてもいいような役場になってほしい

と、そのように願って質問したわけです。課長さん、これに対してコメントがあればお

願いします。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 私ども事務職のほうは、やはり法令にのっとって非違

行為のないように事務等進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  ３款民生費１項社会福祉費。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） コミュニティ助成事業補助金のところで伺いたいと思います。 

  この補助金、いわゆる宝くじ助成金でいいと思うんですが、２点ほど確認させてくだ

さい。この事業は、令和３年度分の募集で間違いないのかという点と、もう１点が、こ

の330万円、先ほどの説明でありますと、安渡町内会と臼澤町内会さんの申請分という

ことで、これは、何の事業、物品購入とかそういう部分だと思うんですが、この辺を２

点お伺いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長(郷古 潔君） お答えいたします。 

  まず１点目、これは、令和３年度申請に基づく今年度の執行かということでございま

すが、お話のとおり、昨年10月に申請されて、それについて交付決定を受けて、今回そ

の２つの団体が交付決定になりましたものですから、その額について計上しているとい

うことでございます。 

  ２点目、この内訳でございますが、両団体とも物品、主に物品です、１つの団体は郷

土芸能関係の自治会で行う郷土芸能の衣装代で、もう一つの団体におかれましては、掲

示板であるとか地域コミュニティー活動で使う備品の購入という内訳になってございま

す。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 
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○１番（菊池忠彦君） ありがとうございます。一つ疑問に思うのが、この補助金はコミ

ュニティー関連ということには間違いないと思うんですけれども、どうやってこの事業

というのを周知しているのか。例えば、町のホームページには記載してあって、ただ、

ホームページ見て申請してくださいというのは少々荒っぽいと思うんです。町内２地域

団体というのは、私も全部把握しているわけじゃないんだけれども、結構な数あると思

うんです。その全ての地域団体が、こういったコミュニティー事業というのを把握でき

ているのかといったら、私は決してそうじゃないと思うんです。そういう意味で、公平

にこういった補助金を活用してもらうためには、やはり周知方法というのを考えていか

なければならない部分もあると思うんだけれども、これに関していかがお考えですか。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長(郷古 潔君） お答えいたします。 

  確かに、ホームページ等でも周知をさせていただいてございますが、当然それだけで

はなく、申請前に各自治会、町内会長様宛に文書でこういうのがございますということ

で御案内はさせていただいてございました。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 言っている意味が、自治会とか町内会だけの、これは補助じゃな

いわけです。地域団体というのは、いろいろなコミュニティーに関連する地域団体があ

るわけです。例えば、私も関係している郷土芸能であったり、そういう民間の任意のコ

ミュニティーの団体というのはあるわけです。ただ、そういうところを、協働地域づく

りのほうでピックアップして、代表者の方のところにメールでもいいです、あとは文書

でもいいと思うんだけれども、そういうのを配付して、広く知ってもらって活用してい

ただくというのは、本当の意味での活用方法じゃないかというふうに思うんだけれども、

御意見あれば。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長(郷古 潔君） お答えいたします。 

  いわゆる、この助成金の実施対象団体についてということになると思うんですけれど

も、実は、令和２年度当たりについても、どういう団体が対象なのかということで、こ

ちらのほうでも今お話があったような団体というところで、県の担当課を通して、ある

いは、一番の審査元でございます自治総合センターにもメール等で確認させていただい

ている経緯がございます。その中では、そもそもなのですが、自治総合センターのほう
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で定めている実施要領、留意事項というところでは、自治会、町内会ということで明記

されてございまして、特定の目的を持った団体は除外するという明文がございました。

それについて、改めて今お話ししたとおり、令和２年に確認したところ、そのとおりで

あるということで、自治会、町内会が、この交付団体対象ですということで確認はさせ

ていただいてございましたので、そういう経緯もあって、令和３年の御案内については、

自治会・町内会長様宛の通知をさせていただいたという経緯がございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君 

○13番（芳賀 潤君） 私も同じところでお伺いします。 

  その自治会、町内会で、枠が300万円程度で毎年同じぐらいの額、自治会、町内会が

いろいろな事業をしていきながら申請しているんだけれども、なかなかその本元のほう

が予算立ち上がっていかないとか、今回は臼澤と安渡地区が認められたとか、どこがど

うだということでないんですが、平均的に、町内にある自治会、町内会に御案内をして、

持ち回りというわけじゃないんだけれども、やっぱり、必要なものは必要だという認識

で、手を挙げたから採択ではなくて、やっぱりバランスを取って公平に、例えば、私の

自治会なんて、もう10年以上前です。でも、手は挙げているように聞いてはいますけれ

ども、なかなか採択になっていないとか、そういう公平性を持って、順繰りというのも

変なんですけれども、やっぱりバランスよく考えているのかどうかについてお伺いしま

す。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長(郷古 潔君） お答えいたします。 

  まずは、広く御案内はさせていただいおります。その手続等についても、こちらのほ

うで支援をさせていただいてございますが、それをもって申請があった団体さんについ

て全てこちらのほうで上げさせていただいておりますが、最終的にそれを審査するのが、

自治総合センターというところで、出された書面、団体さんの事業内容であるとかを見

た上での結果ですので、私どものほうでバランスを取ってということでの工程はちょっ

と入らないので、その辺は周知に努めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君 

○13番（芳賀 潤君） ちょっと認識違いでした。例えば、町内で、来年度分で10件やっ

たときに、役場内である程度審査をして、その中から上げてやっているんだと思ってい

ました。丸々10件上げてやっているんですね。その中で本部のほうで、こことここ、と
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いうふうになっているというようなことですね。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長(郷古 潔君） そのとおりでございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君 

○13番（芳賀 潤君） 文書の起こし方であるだとか、目的のつけ方であるだとか、内容

だとか、変な話、比較的通りやすいようなつくりというのは十二分に把握しているわけ

ですよね。そうしたときに、やはり各自治会、町内会の事務局さんで、文章力だとか表

現力だとか、起案の仕方に差があった場合には、それは協働のほうで手助けしてあげて、

こういうふうに書いたほうが通りがいいんじゃないですかとかというものも兼ね備えて、

私が言うのは、満遍なくいろいろなところに、せっかくの宝くじの助成金ですから、配

分したほうがよろしいかなと思って言いましたので、今後そのことについてもよろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） ４款、失礼いたしました、２項児童福祉費。進行いたします。 

  ４款……、佐々木慶一君。 

○３番（佐々木慶一君） 児童福祉費の一番上の、放課後児童支援員等処遇改善臨時特別

補助金についてちょっとお伺いしたいと思います。 

  この27万1,000円の内容なんですけれども、予算の内容、新たな事業を起こすための

ものなのか、それとも既存の予算での不足分の額なのかというところを、まず確認した

いと思います。どういう内容なのかというのを確認させてください。 

○議長（小松則明君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長(小笠原純一君） お答えいたします。 

  この放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金につきましては、昨年の12月19日に

閣議決定されましたコロナ克服新時代開拓のための経済対策の一つといたしまして、保

育士さんでありますとか、あとは学童に勤めている方に対して、一律、その収入を３％

引き上げるということで9,000円相当を月額支給するものでございまして、ここの部分

に関しましては、学童に勤める方であります。ちなみに、４目にあります児童措置費の

ほうにおきましては保育士さんのほうに対応するというものでございます。 

○議長（小松則明君） 佐々木慶一君。 

○３番（佐々木慶一君） 就業されている方へのコロナ対応の補助ということなんですけ

れども、その就業のための補助はよろしいんですが、その就業されている方が就業する
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に当たって、当然通勤するわけですけれども、多分夜遅い時間に帰ったりとか、あるい

は学童なんで、もしかしたらその子供たちも対象になっているのかもしれませんけれど

も、冬場だけじゃない、今の時期でも暗い時間に帰るときに、今大槌町内で騒がれてい

る熊が出てきて危ないんじゃないかというような話も出ていますけれども、こういった

人たちのこと、こういった方も考慮しながら、子供も含めて就業されている人たちも含

めて、そういった安全対策というのは何か考慮されていますか。 

○議長（小松則明君） むずかしいな、これ。（「すみません。じゃあ、質問変えます」

の声あり） 

○３番（佐々木慶一君） 質問変えます。そういう人たちも、その人たちだけに限らない

と思いますけれども、今熊騒動で騒がれているところもありますので、町としても何ら

かの対応を、こういう人たちのためにも考えていくべきじゃないかなと思いますけれど

も。特に今問題になっているのは、吉里吉里だと人身被害も既に出ていると。頻繁に報

道されている大槌学園近くでも頻繁に出ていると、こういったところも対象になるかも

しれませんけれども、そこの措置は早くすべきだというふうに思うんですが、どんなも

んでしょうか。 

○議長（小松則明君） 慶一議員、この処遇改善の特例補助金とは別に、これはこれに当

てはまらないけれども、別な部分でもつくってはいかがですかということの前向きなこ

とに対しては、（「そうです」の声あり）どうでしょうかということで、本来であれば

できないんですけれども、前向きな答え、はい、健康福祉課長。 

○健康福祉課長(小笠原純一君） ありがとうございます。児童福祉サービスをされてい

る方、受けている保護者さんに関して、やはり今言ったとおり、野生獣の被害防止とい

うことで、できるだけ、例えば、送迎を施設の前までつけていいというふうな形にして、

できるだけ歩く距離を短くして安全確保対策というのを講じていただいているところも、

実は学童の中ではございました。ただ、一方で、保育園、幼稚園、認定こども園等につ

きましては、それぞれの園のほうの対応にお願いしてきたところであるんですが、昨日

来の吉里吉里地区の熊の出没等で、地域で自助努力の中で取り組んでいるということの

お話も聞きましたので、今後、そういった状況を聞きながら、必要な対策品等供給でき

るような形をこれから考えていきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 佐々木慶一君。 

○３番（佐々木慶一君） 分かりました。住民側でそういった対応を取れるところは取っ
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ているんだと思います。行政としても、やはり、特に一番心配なのは、沢山地区、学園

の近くで頻繁に見かけていると。これは、大槌町内、やっぱり山に囲まれていますので、

あちこちで熊が出るのは、それはしようがないんですけれども、これほど頻繁に出てい

るところに対して、町としても早急に手を打つべきじゃないかと思いますけれども、そ

の辺、町の方針としてはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（小松則明君） 今の質問に対することなんですけれども、これは歳出の質疑であ

りますし、その議題にある分の、金額についての審査でございます。前向きな部分に対

しては、議会が終わった後、当局に議員としての立場でよろしくお願いいたします。今

後の質問に対しても、前向きな質問、それから方向性もいいと思うんですけれども、議

題に沿ってやることをお願いいたします。 

  進行いたします。澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 今のところで質問いたしますけれども、放課後児童の支援員さ

んというのは、子供たちを預かっているということで、その方たちの、例えば子供たち

がコロナに、学園でかかった子供たちの学区、学年も見なきゃならないわけなので、そ

こら辺のコロナ対策というのはどういうふうになっていますか。 

○議長（小松則明君） 澤山議員、もう少し詳しく、私も把握できなかったので、もうち

ょっと詳しくお願いいたします。１回目といたします。 

○５番（澤山美惠子君） 子供たちを見ているということで、やっぱり、学園で例えばコ

ロナが出た場合、その学年の、学年で誰か１人コロナが出ました、そのときにも、その

中、その生徒たちも来るわけですよね、コロナになっていない生徒たちも見ているわけ

ですよね。それに対しての、支援員さんも学園にコロナが出たとなれば、すごく心配だ

と思うんです、見ている以上。だから、そこら辺の対策としては、どのような対策を取

っているかという質問です。 

○議長（小松則明君） 分かりますか。コロナ関係で臨時の部分のお金が増えたという部

分に対して……。はい、健康福祉課長。 

○健康福祉課長(小笠原純一君） お答えいたします。 

  恐らく、澤山議員のお話の中では、子供預かりをするスタッフの話の部分と、あとは

実際そのサービスを利用するお子さんの部分の立場での状況だと思います。 

  スタッフのほうにつきましては、出社、施設に来られる前の段階で自分の健康管理と

しては検温する、あとは、常日頃の手指消毒とマスク着用、あと事業展開中においても



 132 

同様に、やはり健康確認は常にしていただいているというところで、施設内での感染拡

大の抑制、防止に努めていただいていることと思います。 

  また、お子さんにつきましては、仮に陽性者が出た場合に、その御家族に関しては、

接触者、あるいは濃厚接触というような判定を保健所で行いまして、自宅での健康観察

という扱いになります。そういった場合には、御家族の中で、例えばこども園であると

か未就学施設でありますとか、学校に通うお子さんに関しては自宅でということでの確

認ということになりますので、利用ができない形になります。ですので、例えば、一つ

の、ある一定の学年で発生した場合、例えばそれがクラスター等の認定で、感染してい

る、いないにかかわらず、登校の自粛というふうになった場合には、そこの御家族に関

しても同様にサービスの利用は自粛していただいて、ほかへの感染の拡大を防ぐような

形の取組はしております。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  ４款衛生費１項保険衛生費。進行いたします。 

  ６款農林水産業費１項農業費。進行いたします。 

  ２項林業費。東梅康悦君。 

○９番（東梅康悦君） 森林環境譲与税を使った中で、この頃事業を展開していかなけれ

ばなりません。そこで、今回機械器具費ということで45万円ほど計上されていますが、

今後、この事業は結構やっていかなければならないとき、町として、森林事業を展開す

る上で、どのような機械、器具が今後必要になってくるのかというところがあるのであ

ればお尋ねしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） お答えいたします。 

  今回の機械器具費に関しましては、実は、森林システム用のパソコンでございます。

というのは、今、森林の調査、私有林の調査を年度的に、段階的に進めてございますが、

それの地図のシステムと所有者をマッチングするために行ってございます。今後想定さ

れるような備品と申しましても、あくまでも町は、どちらかと申しますと事業を発注す

る側のほうですので、大きいような木材を生成するような機械ではございません。ただ、

今後におきましても、町の森林組合等と連携しながら、実は、歳入のほうに森林の売払

い収入ございまして、こちらのほうは、町有林の段階的な間伐を行ってございまして、

85万円ほど町有林を伐採して、それをティッシュペーパーのほうに加工するために売り
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払うというようなことで、町有林、私有林含めまして、町内の森林につきましては、適

正な管理と、それから今後の計画的な運用を図ってまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○議長（小松則明君） 東梅康悦君。 

○９番（東梅康悦君） 分かりました。特に、大きな買い物は必要ないという、今課長の

お話だったんですが、昨日も有害駆除の関係って、鹿とか、そういう熊とかという話が

出ました。産業振興課の職員さんがよく回している公用車を見ますと、黄色いジープタ

イプのやつに乗って、あれはジビエが主なのか、例えばですよ、それは同じ課ですので、

山にも使うと思うんですが、今後鹿が増えてくると、また、今後山仕事も手掛けなけれ

ばいけないというときに、どうしても１台の車で果たして対応できるのかというところ

が、私思うんです。ですので、できれば、山ですから、何も乗用車タイプじゃなくてい

いと思うんです。軽自動車の、軽トラックの四輪駆動、例えば、それを１台用意して山

専門に使うとか、あるいは鹿が死んでいるときはそれに積んでくるとか、そういうもの

も、今後この森林の事業展開する上で必要なんじゃないかと考えますが、いかがですか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） 大変ありがとうございます。今回の、黄緑に目立

つ車なんですけれども、あれは林業費のほうで購入したものでございまして、おっしゃ

るとおり、林道を走っていくための、細い林道でございますので、そういったタイプで

の、四輪駆動車を購入した経緯がございます。今後につきましても、公用車の、もちろ

ん更新の時期を考えつつ、車両整備、それから事業展開を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。ありがとうございます。 

○議長（小松則明君） 東梅康悦君。 

○９番（東梅康悦君） 今公用車という位置づけになるわけですよね。どの課が使おうと。

ですので、やはり、確かに乗用車タイプもいいんですが、確かに軽自動車のバンタイプ

であろうと、トラックタイプであろうとありますが、やはりそこら辺は財政課のほうで

も考えているんでしょうけれども、やっぱり機能的に使えるのが、そういう軽タイプも

結構使えると思うんで、まず全体を見た中で、今山のことを言いましたが、まず、そう

いうところを含めた中で今後の更新時には考えていただきたいと思います。何かあるの

であれば。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長(太田和浩君） お答えいたします。 

  車両の管理ということでありますが、震災後にはかなりの台数が、寄附なり何なりで

ありました。今後の車両管理については、なるべく少なめにというのは考えつつありま

すが、やっぱり、そういう用途に特化したものが必要であれば、そういうものは積極的

に公用車として導入していくということは検討してまいります。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君 

○11番（金﨑悟朗君） 同じようなことを聞くんだけれども、課長さん、山の木を切って

売払い収入あった、このくらいの金は使った、車は、あの車はその車なのは知っていま

すけれども、私が言っているのは、面倒なことは後さ後さ残しているように考えるんだ

よ。町有林については伐期時期が来ても出せないと。前にも私は言っているんですけれ

ども、こういうことに使っていくのであれば、やっぱり町有林に行く道路が壊れている

んなら、やっぱり機械力を使って道路を直すとか、やっぱり専門に森林官を備えたんな

ら、もう一人ぐらいつけて、車両を運転する人をつけて、そういう機械を導入して、全

て管理していくんだと。将来を見越した取組をしていただきたいんですけれども、課長

さん、その辺についてどうでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） ありがとうございます。おっしゃるとおりでござ

いまして。ただ、ちょっと申しますと、森林環境譲与税は私有林、町有林、公有林では

なくて、私有林のほうへの使途が限定されているというところもございます。ですので、

町有林はもちろん今回の歳入であるとおり、伐期を迎えた部分を計画しながら展開して

まいりたいというふうに考えています。もちろん、先ほど申しましたとおり、私有林は

じめ、それから町有林はじめ、これは町だけの問題ではなくて、環境問題としても捉え

つつ展開を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君 

○11番（金﨑悟朗君） ありがたい答弁で、実は、やっぱり、大槌町の地図を見ても、ど

うしても山林が多い。国有林から私有林からとあれば、町有林に行くまでは私有林を通

っていくんですよ。ところが、いかにああいう車を、動きの可動性のあるのを与えても、

走ることができないんです。また、山林地主は、町有林で木を切って出してければいい

かなという声もある。ということは、要は道路がないから出せないという人もいるのさ。

だから、やっぱり町有林としてあるのを利用していかなければならないから、やっぱり
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その辺についても、もう少し、せっかくの森林官まで集めたんだから、もう一人ぐらい

採用して、専門に一人ついて上がったり下がったりできるような、行動のできるような

人間を採用して、やっぱり大槌町の森林を捉えていっていただきたいと、そう思います

ので、今後ともよろしくお願いします。（「進行」の声あり） 

○議長（小松則明君） 進行いたします。項目に沿ってお願いいたします。 

  ７款商工費１項商工費。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 商工費全般で伺いたいと思います。 

  地域経済の回復であるとか、地元消費の拡大目的で地域商品券であるとか、誘客向上

業務、それから飲食店を活用した発信業務ですか、コロナ禍で何度か似たような事業を

これまでも地方創生臨時交付金で実施してきたわけでございますけれども、この事業に

ついてのこれまでの効果というのはしっかりと検証されているんでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） こちらにつきましては、総合計画の中でちゃんと

評価して、それは自己評価でございますが、評価してございます。今後につきましても、

町内の方々、関係者の方々と御意見を伺いながら事業の組み立てを行いつつ、町内の経

済活性化と盛り上げを図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 本来であれば、例えば地域商品券などの換金率を数値で示すとか、

またはその商品券の総額は幾らだったとか、そういったものを可視化するというのは、

私は必要だと思うんです。これは効果があるというのは言うまでもないですけれども、

そうやって数値で見て効果を実感できるというメリットというのは、私はあると思うん

です。実際、これは他の自治体でもいろいろ、そういった可視化という部分において実

施している自治体などもあるんです。その辺についてどのようなお考えをお持ちですか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） すみません、ちょっと全般でしたので、クローズ

した、スポットを当てた段階では、昨年におきましては、今回は4,000万円ほどでござ

いまして、昨年は3,750万円の原資を充てて１万5,000セット発行いたしました。総額で

は１億8,750万円が町内の中でお金が動くという仕組みでございました。昨年におきま

しては、これはちょっと面白い結果なんですが、実は、大型店で7,500万円ほど使用さ

れてございまして、実は町内の小売店のほうが１億1,000万円ほど使用されてございま
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す。本来、券は7,500円分がどこでも使える、大型店でも使える、5,000円分が町内の小

売店でしか使えないというタイプだったんですが、これは以前だと全部、１万2,500円

がどこでも使えるというタイプだったときは８割強大型店でしか使われていなかったも

のが、実は町内の小売店のほうで大きく活用されているような結果が出ております。町

内の小売店の16店舗におきまして、100万円以上の売上げを出している実績がございま

す。 

  特に、昨今の原油価格の上昇もございます。町内の４店舗のガソリンスタンドのうち

３店舗が使用できます。この使用に関しましては、残る１店舗もちょっと交渉したいな

と、今回については思ってございます。この３店舗に関しましても、実は、ある程度、

ある程度というのは100万円以上の利用実績がございます。ですので、町民の方々にも、

今回の原油価格、町のほうでトリガー条項で下げるということが厳しいものですから、

この商品券や、今ペイペイも行ってございますが、ペイペイを活用した給油等を促すよ

うな広告も宣伝や周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 詳しくありがとうございます。今課長が詳しく詳細を熱弁されて、

これ、今テレビを見ている町内の方々もそういうことかというふうに分かったと思うん

です。ただ、これはここでだけお話ししても、それは町民の皆さんに伝わらないので、

その辺は考えていただきたいなと。もちろん、飲食店であるとか、小売店をはじめとす

る事業者に向けての消費喚起という目的はあるにせよ、やはり、地域商品券を買い求め

る町民の方々もお得に使えるというほかに、町内の事業者をみんなで応援するんだと、

そういった意識を促すことにもつながっていくと思うんです。ぜひ、これは町内の皆さ

んに広報紙を通じてでも発信すべきと。数値をしっかり示して、見える化に努めていた

だきたいというふうに思います。 

  それと、これについて御意見伺いたいけれども、もう１点、再三申し上げていますけ

れども、やはり、次の補正のときは、この物価上昇、それから原油高騰で苦しんでおら

れる地元の中小企業、それから１次産業の方々への支援をぜひお願いしたい。この２点、

最後に御意見伺います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） ありがとうございます。周知に関しましては、も

ちろん、これは広く町民の皆様に周知を図ってまいりたい、効果と、それからどういう
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ふうに使えばお得ですよという部分も含めまして、周知したいと思います。 

  それから、２点目の、今後の対応でございますが、町といたしましても、農協、漁協、

それから商工会の皆様と現在お話を進めていることもございます。国の動向等も見つつ、

町内のあらゆる業種の皆様と経済を盛り上げていきながら、そして経済対策と事業者支

援を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） 御指摘にありましたとおり、可視化できるような状況にしたいと

思います。単に経済対策だけではなくて、様々な形で地方創生をコロナ対策ということ

で上げておりますので、これまでの取組をしっかりと可視化できるように、それで、や

はり広報の中にも出るようにしたいと思います。 

  また、補正予算ということになりますので、産業だけではなく、全般の生活含めてど

ういう形で今の物価高に対するかという総合的な視点でしっかりと補正を組んでいきた

いと思っております。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） すみません、私は、誘客向上事業業務委託料1,000万円、この事

業業務概要ってどういうことなのかお示しいただければありがたいです。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） お答えいたします。 

  こちらにつきましては、町内のショッピングセンターであるマスト、ますと乃湯や、

ますと乃湯の店内や駐車場を活用いたしまして、イベント等を実施しながら町内外から

の誘客を図りつつ、イベント会場内に町内事業者が参画して、そこで販売の機会を創出

するというイベント的なことでございます。これは、あくまでも、マストやますと乃湯

のためにやる事業ではなくて、町内事業者を巻き込んだ販売の機会の創出ということで

ございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） ありがとうございました。実は、何でこういう質問をしたかとい

うと、吉里吉里海岸から赤浜方面につなぐシーニックライン、町道筋山線、ここについ

てはみちのく潮風トレイルとか、三陸ジオパークでも、本当に紹介されて、大槌町の観

光スポットとして本当に注目浴びているんですけれども、しかし、その一角にあるみは

らしの丘とか、そういうところには２メートルを超すような樹木が生い茂って、残念な
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がら眼下に広がる海の景色とか対岸の半島なんかの景色を楽しむことができない状況で

す。先日三陸海岸の管理担当する環境省の自然保護管理事務所に行って、実はこの話を

したんですが、管理官の話によると、地元の自治体から要望があれば伐採が可能という

ことをいただきました。ですから、例えば、このような事業予算の中で、可能であれば

対応して、町に集まった人たちがどこかの観光スポットで、こういうところもあります

よとＰＲできるんじゃないかと思っているんですが、これに対しての御意見をお尋ねし

ます。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長(岡本克美君） お答えいたします。 

  これは一般質問でもお答えしましたとおりですが、町有林の部分、筋山展望台ですが、

筋山展望台は町有林、それから崎山展望台は私有林ということで、実は、私も、すみま

せん、数年ぶりに行ってきました。確かに議員がおっしゃるとおり、ちょっと見晴らし

が悪いなとは思ってございます。実は、今年観光ビジョンの、議員が一般質問で御質問

されたとおり、改定の時期でございまして、議員がおっしゃるとおり、景観も一つの取

組の中に入ってございます。改定の中で、少し委員の皆様と協議をしたいという部分も

ございます。町長の答弁でお答えしましたとおり、私有林とか保安林の規制もございま

したので、その辺も含めまして、今年の計画改定に合わせつつ、どのような景観の位置

づけと、どのような景観方策を誘導しながら誘客を図るかということを議論してまいり

たいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 答弁ありがとうございます。ちょっと私も、この大槌観光ビジョ

ンを見ながら質問しているんですが、この観光ビジョンには、大槌の魅力は美しい海と

景観と書いてあるんです。ですから、訪れる方に海の景観を眺めて、大槌に来た心地よ

さを感じていただけるような、そういうイメージをもっていただきたい。そして、また

大槌に訪れたいと、そういう気持ちを感じていただけるように努力をすべきと思います。

これに対しては課長さんが一所懸命頑張っていますので、ぜひ観光ビジョンの改定に合

わせて、そういうことについても盛り込んでいただければ幸いです。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  ８款土木費２項土木橋梁費。進行いたします。 
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  10ページ、４項都市計画費。進行いたします。 

  ９款消防費１項消防費。進行いたします。 

  10款教育費２項小学校費。進行いたします。 

  ３項中学校費。進行いたします。 

  ４項義務教育学校費。進行いたします。 

  歳出の質疑を終わります。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより、議案第34号令和４年度大槌町一般会計補正予算（第２号）を定めることに

ついてを採決いたします。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。お願

いいたします。 

  押し忘れ……（「なし」の声あり）、はい、なしと決定いたします。 

  賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  11時25分まで休憩いたします。 

             休  憩       午前１１時１６分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午前１１時２５分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第７ 議案第３５号 令和４年度大槌町水道事業会計補正予算（第１号）を定め

ることについて 

○議長（小松則明君） 日程第７、議案第３５号 令和４年度大槌町水道事業会計補正予

算（第１号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。上下水道課長。 

○参事兼上下水道課長(中野智洋君） 議案第35号令和４年度大槌町水道事業会計補正予

算（第１号）を定めることについて、その内容を御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページを御覧願います。 

  第１条令和４年度大槌町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ
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る。 

  第２条令和４年度大槌町水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次

のとおり補正する。 

  収入。 

  第１款水道事業費用、補正予定額1,400万円の増、計３億1,467万2,000円。第２項営

業外収益、補正予定額1,400万円の増は、大槌町水道料金改定計画検討業務委託料に係

る一般会計からの補助金の増額であります。 

  支出。 

  第１款水道事業費用、補正予定額1,400万円の増、計３億3,726万1,000円。第１項営

業費用、補正予定額1,400万円の増は、大槌町水道料金改定計画検討業務委託料であり

ます。 

  第３条予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１

億854万2,000円は、当年度分損益勘定留保資金5,936万4,000円及び過年度内部留保資金

4,917万8,000円で補塡するものとするに改める。 

  第４条予算第９条に定めた一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額1,651万3,000

円を、3,051万3,000円に改める。 

  第５条予算第10条の次に、次の１条を加える。第11条、債務負担行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。事項、大槌町水道料金改定計画検討

業務委託。期間、令和４年度から令和５年度。限度額、1,400万円。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。 

  ３ページをお開きください。失礼いたしました、１ページでございます。 

  第５条債務負担行為。進行いたします。 

  ３ページをお開きください。 

  令和４年度大槌町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書、３ページ、４ページ、

全部でございます。進行いたします。 

  ５ページに入ります。 

  令和４年度大槌町水道事業会計予定損益計算書、５ページ、６ページ。 

  令和４年度大槌町水道事業予定貸借対照表。進行いたします。 

  ８ページ、負債の部。９ページ上段まで。進行いたします。 
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  資本の部。進行いたします。 

  10ページ、収益的収入および支出。 

  収入。 

  １款水道事業収益２項営業外収益。進行いたします。 

  支出に入ります。 

  １款水道事業費用１項営業費用。進行いたします。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第35号令和４年度大槌町水道事業会計補正予算（第１号）を定めること

についてを採決いたします。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。お願

いいたします。 

  なしと認め、確定いたします。賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可

決されました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第８ 議案第３６号 令和４年度大槌町下水道事業会計補正予算（第１号）を定

めることについて 

○議長（小松則明君） 日程第８議案第３６号 令和４年度大槌町下水道事業会計補正予

算（第１号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。上下水道課長。 

○参事兼上下水道課長(中野智洋君） 議案第36号令和４年度大槌町下水道事業会計補正

予算（第１号）を定めることについて、その内容を御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページを御覧願います。 

  第１条令和４年度大槌町下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

  第２条令和４年度大槌町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び収益的支

出の予定額を、次のとおり補正する。 

  収入。 

  第１款公共下水道事業収益、補正予定額1,750万円の増、計７億5,175万5,000円。第
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２項営業外収益、補正予定額1,750万円の増は、大槌町下水道使用料改定計画検討業務

委託料に係る一般会計からの補助金の増額であります。 

  支出。 

  第１款公共下水道事業費用、補正予定額1,750万円の増、計７億5,695万5,000円。第

１項営業費用、補正予定額1,750万円の増は、大槌町下水道使用料改定計画検討業務委

託料であります。 

  第３条予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

次のとおり追加する。事項、大槌町下水道使用料改定計画検討業務委託。期間、令和４

年度から令和５年度。限度額、1,750万円。 

  第４条予算第10条に定めた、一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額6,381万

9,000円を、8,131万9,000円に改める。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。 

  １ページ、第３条、債務負担行為。進行いたします。 

  ３ページへ移ります。 

  令和４年度大槌町下水道事業予定キャッシュフロー計算書。３ページ、４ページ。進

行いたします。 

  ５ページに入ります。 

  令和４年度大槌町下水道事業予定損益計算書。進行いたします。 

  ７ページ、令和４年度大槌町下水道事業予定貸借対照表。 

  資産の部。進行いたします。 

  ８ページ、負債の部。９ページ上段まで。 

  資本の部。 

  11ページに移ります。 

  令和４年度大槌町、収益的収入及び支出。 

  収入。 

  １款公共下水道事業収益２項営業外収益。進行いたします。 

  支出。 

  １款公共下水道事業費用１項営業費用。進行いたします。 

  質疑を終結いたします。 
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  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第36号令和４年度大槌町下水道事業会計補正予算（第１号）を定めるこ

とについてを採決いたします。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。お願

いいたします。 

  押し忘れはございませんか。（「なし」の声あり）なしと認め、確定いたします。 

  賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第９ 議案第３７号 工事請負契約の締結について 

○議長（小松則明君） 日程第９、議案第37号工事請負契約の締結についてを議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 令和４年６月大槌町議会定例会における追加議案１件

につきまして、提案理由を申し上げます。 

  議案第37号工事請負契約の締結については、大槌町内道路照明灯取替（ＬＥＤ化）工

事に係る契約であり、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 直ちに内容説明を求めます。地域整備課長。 

○地域整備課長(太田信博君） 議案第37号工事請負契約の締結について、内容を御説明

申し上げます。 

  １、契約の目的。大槌町内道路照明灯取替（ＬＥＤ化）工事。 

  ２、工事の方法。一般競争入札。 

  ３、契約の金額。6,454万5,800円。 

  ４、契約の相手方。岩手県宮古市小山田４丁目１番30号、小山田電業株式会社、代表

取締役、小野寺孝司です。 

  次のページをお開きください。 

  仮契約締結年月日は、令和４年６月７日です。 
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  工事概要を申し上げます。 

  工事場所は、大槌町地内一円です。 

  工事期間は、本契約日から令和５年３月11日まで、275日間です。 

  実施理由は、町が管理する道路照明や防犯灯を含む街路灯で、蛍光灯など水銀を使用

している照明器具を撤去し、ＬＥＤの照明器具に取替え、夜間時における走行等の安全

性の確保を図ろうとするものです。 

  施工概要を申し上げます。 

  道路照明、防犯灯含む街路灯の既設照明撤去334台、ＬＥＤ照明設置296台。公園照明

の既設照明の撤去16基、ＬＥＤ照明施設設置15基、その他撤去器具等の処分です。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 道路照明の部分で伺いたいと思います。 

  この既設照明をＬＥＤ照明に交換することで、電気料、それから修繕費と、かなりの

コスト削減というのが見込まれると思うんですけれども、また、今回設置数が38台減に

なるということなんですけれども、当然、その分のコストの削減というのも見込まれる

と思うんです。それで、先日地域整備課長に、数字の部分で、実際どれくらいの削減を

見込めるんだというお話をしておりますけれども、これどうでしょう、御提示願えます

か。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○地域整備課長(太田信博君） 御質問にお答えいたします。 

  光熱費のほうにつきましては、平成28年は約378万円。それに対して令和２年度につ

きましては、509万円ほど、年々上昇傾向であります。これも、社会情勢等の状況で電

気料金が上がっている傾向ではあります。その中で、昨年検討したときには、基本料金

を元に算出したところ、おおむね３割程度減少できるのではないかというふうに見込ん

でいるところです。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） ３割程度ということで、思ったより、やはりコスト削減になるの

だなというふうに思っておりますけれども。このコスト削減した分において、これまで

町民から要望の出ている新たな街路灯、防犯灯の整備のお考えというのは、その分転嫁

するという分においてどういったお考えなのかというのが１点、お伺いいたします。 
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  それと、昨日の街路灯に関した芳賀議員の一般質問の町長の答弁の中で、国道、県道

であっても通学路の場合は積極的に設置に向けて動いていくんだ旨の発言がございまし

た。ＬＥＤ化、それから撤去工事の事業費が約6,500万円かかるとしても、やはり長い

スパンで見ると、必ずこれはペイできるわけですよね。そういう部分から、そこも加味

した上で、今後そういった通学路も含めた町民からの要望も含めた、街路灯、防犯灯の

整備のお考えというのはどのようになっているのかお伺いします。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○地域整備課長(太田信博君） 御質問にお答えいたします。 

  まず、今回の工事で水銀灯等を使われているところを交換して、設置後に再度確認い

たします。そのときに、撤去する場所については、周辺の灯具を配置換えとか、あと、

もともと、今の現状に合っていない照明の方向であったり、そういった灯具が見受けら

れました。それも、昨年度町内全域点検したときに確認したところです。その中で、今

後のところですけれども、今回設置要綱というか、制度を今取りまとめている最中であ

りまして、その中で、今回の工事の照明の効果をまず確認しながら検討していきたいと

いうふうに考えているところです。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 分かりました。例えば、県道でありますけれども、安渡から赤浜

にかけての直線、あそこが通学路として非常に安全面、それから防犯上設置を求めると

いう声も、大変住民の方からもあったわけです。再三担当課と協議は重ねてきましたけ

れども、今回窓口が一本化したということで、今ちょうどお話を出しているところなん

だけれども、そういった、前から要望のあった分をしっかりと考えていただきたいとい

うふうに思うんです。それから、最近熊対策に関してのいろいろお話も今議会でも上が

りました。やはり、交通安全とか防犯上だけの効果ではなくて、やはり夜間の熊対策に

対してもＬＥＤに交換するということは非常に効果が見込まれると私は思っているんで

す。その辺、何か御意見あれば。 

  あと、もう一つ、今回、先ほど佐々木議員のほうからもありましたけれども、沢山地

内、それから吉里吉里、大変住民の方々が熊の出没に関して心を痛めている、そして心

配している。そういう中において、私が思うのは、地域住民に関してもうこれはチラシ

でもいいから、私はこれ配付するべきと思うんです。住民の方々は、町は一体何をして

いるんだ、こういう状況の中で、ただそこに関わると、やはり法的な部分でもなかなか
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対策が今以上のことはできないんだということがあるわけですよね。そういう部分もし

っかり町民に対して、私はもう、早い段階で周知すべきと、特にも沢山地区、それから

吉里吉里においては、しっかりと、チラシ１枚でもいいんですよ、今こういう町は対策

をしていますよ、今後こうですよという周知というのは、私必要だと思います。これに

関して御意見。 

○議長（小松則明君） 副町長。 

○副町長(北田竹美君） 御指摘の内容は２つと受け止めております。 

  １つは、道路照明について、様々な地域から上がっていることについては、認識はし

ております。特に、震災後道路の形が大幅に変わっていって、それによって住民の方々

の家を建てる場所等も変わっているところも含めて、まだまだ細かいところで手当てを

しなければいけないという意識はございます。まず、これが１点。 

  それから、２点目の熊対策についての住民の周知については、現在放送、あるいはＬ

ＩＮＥ等で熊が発生することについては周知をさせていただいておりますが、町がそれ

に向けてどういうことをしているかということについて周知することは大事かというふ

うに思いますので、その方向で進めてまいりたいと思います。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○13番（芳賀 潤君） 昨日一般質問した中でちょっと聞きそびれたところというか、今

同僚議員も話しましたけれども、この切り替える296基の選定の中に地域要望があった

ものを鑑みながら設計したのか、それとも単純に交換というだけなのかについてまず１

点確認したいんですけれども。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○地域整備課長(太田信博君） お答えいたします。 

  まず、今回の工事の目的といたしましては、水銀を使っている灯具の交換といった形

になります。ですので、既に町内回って契約状況も確認した上で、町が管理しているも

のを交換するといったものの内容となっております。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○13番（芳賀 潤君） であれば、ずっと地域の人たちが待ってきて、要望何年もやって

もなかなか実現しなかったんだけれども、１年待っていれば水銀灯からＬＥＤになるの

で、ある程度明るくなるであろうという前提があるわけですよね。なので、その間に設

置要綱なり設置基準をしっかりしたほうがいいですよ。住民の皆さんももう１年我慢し
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てくださいと。来年になってなおさら暗いのであれば、一般質問で言ったとおり、電柱

があることが前提ですから、ある程度の電力さんからの電柱の寄贈を、その暗いところ

に優先にどのようにやっていくのか、地域要望を鑑みながらどのような普及計画をいく

のかというところを示したほうがいいんだと思います。いかがでしょう。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○地域整備課長(太田信博君） ありがとうございます。今回交換するのも含めて、震災

後ＬＥＤの照明灯具も設置してもう10年経過しているところであります。ですので、交

換の確認をしながら、ほかの暗いところはないかどうかというように実施してまいりた

いというふうに考えております。 

  それと併せて今年度中に評価というか、設置基準のほうをしっかり検討していきたい

というふうに考えております。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

○11番（金﨑悟朗君） ６月７日に議運にこの件が入ってきて、日にちのことはいいけれ

ども、やはりまた考えたんですけれども、どうしても土木業とか普通の家屋の建築業、

あとは電気工事士、いろいろなのがあって金額が六千何百万円、それで一般入札でよそ

の町の事業者が取ったと。やはり、これどうしても津波後のハード事業が終わったとい

っても、やっぱり地元の業者というのを救済する努めもあると思うんです。その辺につ

いては、やっぱり繰越明許でないけれども、なるべくなら地元の業者を生かすためには、

金額を丸々投げて6,000万円で入札するよりは、例えば半分でやるとか、何かそういう

方法があったんじゃないかと思って、私はその辺について、最初からこの六千何百万円

の金額ありきでやるつもりでやったのか、でも地元の業者のことを考えて、その辺は一

つの考えることがそこに及ばなかったのか、その辺についてお伺いします。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○地域整備課長(太田信博君） 入札のところで、まず、入札の基本といたしまして、一

般競争入札というものが原則であります。今回の入札参加要件といたしまして、２つ条

件を付しているところです。１つ目が、県内に本社または営業所を有すること。もう一

つが、令和３年、４年、大槌町入札参加者名簿に電気設備工事の登録があるといった、

この２点で条件をしておりまして、今回の入札では、その２つ目の要件の町内の電気設

備工事の登録されている業者２社において参加されているところです。 

○議長（小松則明君） それ普通でしょう。金﨑悟朗君。 
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○11番（金﨑悟朗君） 入札条件とか何とかというのは、皆いろいろ聞いて分かっている

のさ。それは分かるけれども、それ以外の問題ですよ。副町長、今説明しているようだ

から、その件について、やっぱりここでこうやってこの話をして、課長たちがそういう

ところまで話が見えないということは、やっぱり上層部の、町長、副町長、そういう人

たちでこういうのがすんなり決まっていくのかなと。町のことを考えている町長だから、

絶対まるきり最初からそういう条件に入らない業者は絶対入れないというつもりはない

と思いますけれども。その辺について伺いたいんですよ。 

○議長（小松則明君） いや、これは課長でなく管理者のほうからお願いいたします。今

後の考え方とか、そういうものに対して。副町長。 

○副町長(北田竹美君） 今回に関しては、一般競争入札した理由だけで言いますと、町

内指名した場合には名簿ランクによって１社のみになるということが具体的な指名の内

容になっていますけれども、基本的には、今金﨑議員が言われるとおり、町の業者を主

体に考えていくということについては、町としては何ら変わるものではございませんが、

今回の競争入札は、入札上は名簿ランクによって１社のみというところがございまして、

このような形になったということを御理解いただきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

○11番（金﨑悟朗君） それは分かるのさ。この入札に対しては１件しかない。ただ、私

が言っているのは、これを大槌町全域にわたって六千何百万円のお金で一般競争入札や

りましたよと。だから、私は何もそれを一挙に大槌町内全域を網羅して六千何百万円の

事業にしなくても、例えば半分ずつやっても、例えば業者が増えるんじゃないかと。そ

こで本当の一般競争入札になると思うんですけれども。何も大きな金額で、どこの業者

が取ろうとそれは関係ありませんけれども、ただ、やはり同じ何ならその金額を区分け

をして出すことによって地元の小企業でも何でも入れるんじゃないかと、その辺を私は

言っているんですけれども。町長さん、どうですか。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） しっかりと配慮した形で、これからの部分も含めて、金額がかさ

ばる場合には町内に事業者があれば、そういうことも配慮しながら進める必要があると

思います。今回は、１社だということで大きく構えて入札結果が5,000万円を超すとい

う形になりましたけれども、その辺は、やはり地元業者をしっかりとやっていただくと

いう方針はしっかりと進めていきたいと思います。 
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○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第37号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。お願

いいたします。 

  押し忘れはございませんか。（「なし」の声あり）なしと認め、確定いたします。 

  賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１０ 発議案第４号 大槌町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条

例について 

○議長（小松則明君） 日程第10、発議案第４号大槌町議会議員の定数を定める条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由、内容説明を求めます。阿部義正君。 

○12番（阿部義正君） 発議案第４号大槌町議会議員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例について、提案理由及び内容について説明いたします。 

  議員定数の改正については、議会活性化特別委員会で調査を行っておりましたが、調

査が終了し、昨日委員長から調査結果の報告が行われました。 

  委員会の調査結果を尊重し、大槌町議会の議員定数を現行の13人から12人に改めたい

ことから、地方自治法第112条及び大槌町町議会会議規則第14条第２項の規定により提

案するものであります。 

  内容については、次ページの新旧対照表を御覧願います。 

  改正前、大槌町議会の議員の定数は13人とあるものを、改正後12人とするものです。 

  次に、附則についてです。 

  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大槌町議会の議員の定数

を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用するも

のです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 発議案第４号の部分の提案書類の件で、賛成者の芳賀 潤君のと
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ころが議長になっておりますので、議員と直すようお願いいたします。 

  本案につきましては、議会運営委員会で調整されましたので、質疑、討論を集結した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議ありませんので、質疑、討論を終結いたします。 

  これより、発議案第４号大槌町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例に

ついてを採決いたします。 

  この採決は、電子採決システムにより行います。 

  本案に賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。お願

いいたします。 

  押し忘れがございます。なしと認め、確定いたします。 

  賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１１ 議員派遣の件 

○議長（小松則明君） 日程第11、議員派遣の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議員派遣については、お手元に配付しておりますとおり派遣することに御異議ござい

ませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件については、原案

のとおり派遣することに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１２ 閉会中の継続調査の件 

○議長（小松則明君） 日程第12、閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 

  総務教民、産業建設の各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第75条の規定

により、お手元に配付していました申出のとおり、閉会中の継続調査の申出がありまし

た。 

  お諮りいたします。 

  各常任委員長及び議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることで

御異議ございませんか。 
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   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員

長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

  以上で、本定例会の日程については全て終了いたしました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  令和４年６月大槌町議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでございました。 

             閉 会  午後０時０１分 
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  上記令和４年６月定例会会議の次第は、書記の記載したものであるが、その内容の正

確であることを証するため、ここに署名する。 
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